
月光の按司 ガサシワカチャラ月光の按司 ガサシワカチャラ
　久米島に実在した按司を題材にした、現代版組踊「月光の按司　ガサシワカチャラ」
　平成25年度よりメンバーの稽古をスタートさせ、平成26年度より本格的な稽古に励み、久米島公演を成
功させています。この活動は子どもの居場所・活動の場所である青少年育成の位置づけのもと教育委員会
が事務局となっています。今では歴代ワカチャラメンバーが現地インストラクターとしてダンス指導など
にあたり卒業生が後輩の指導にあたるという形ができあがっています
　現在、活動メンバーは小学生５年生から高校３年生で構成されており、今年からバンドメンバーも揃い
約60名の団体になっています。練習に励んでいる子どもたちのはれの舞台をぜひ観にいらしてください

内　容
舞台は約500年前久米島を治めていた「伊敷名按司」が首里の王命を受け愛息の三男「若茶良」を討つ物語。親子
の苦悩や人間愛を絡ませ、史実とフィクションを織り交ぜながら生演奏で躍動感あふれるダンスや幻想的な久
米島蛍の乱舞を演出した舞台となっています
現代版組踊りとは
琉球古典芸能「組踊」の手法を用い、地域に眠る伝承・伝説を題材に、琉舞・エイサー・空手・獅子舞・棒術等の民俗
芸能のほか、現代音楽やダンス等の新たなアレンジを加え、独特の世界観を確立した「古くて新しい」圧倒的感動
の舞台です。

久米島公演
日　時　令和６年８月24日（土）　昼公演　13:00開場　13:30開演

　　　　　　　　　　　　　　　夜公演　17:30開場　18:00開演　

　　　　令和６年８月25日（日）　昼公演　13:00開場　13:30開演

場　所　久米島町具志川農村環境改善センター

チケット　大人／2,000円　学生／1,000円

販売場所　教育委員会窓口・球美ワカチャラの会

お問合せ
球美ワカチャラの会　☎098-985-2287

令和６年度空き家対策総合支援事業補助金の募集について（再公募）令和６年度空き家対策総合支援事業補助金の募集について（再公募）
　町では、下記要件を満たした空き家に対し、空き家の改修・除却にかかる経費の一部を補助します。6月に実
施しました、同補助金について下記日程のとおり再募集を行います。 
■補助要件

■申請受付期間
■募 集 件 数
■補助対象者 ・改修の場合

■補助金の額 ・改修
　　　　　　　・除却

令和６年９月２日（月）～９月30 日（月）
3～4件程度　　　　　

① 空き家の所有者
② 買主・空き家を借りる方で下記⑴～⑶のいずれかに該当する方。 
　⑴移住予定者　⑵移住者（転入後３年以内）　⑶子育て世帯 
① 空き家の所有者

① 交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、原則として交付申請年度の２月末までに完了するもの。 
② 住宅の用に供する部分は、居室のほかに生活に必要な水回り（台所・浴室・便所）を備えていること。
③ 空き家の期間が１年以上。
④ 築20 年以上経過。（非木造は25 年以上）。
⑤ 改修の場合、久米島町空き家バンクに登録されている物件またはされていた物件。（除却については除却後空き地バ
ンクに登録する必要があります）。

　※空き家バンクの登録については、随時受け付けています。
⑥ 補助金の交付には、諸条件がありますので事前相談が必須となっております。  

・除却の場合
補助対象経費の2/3 以内かつ最大100 万円
補助対象経費の4/5 以内かつ最大80 万円

注意点 
１．補助金の交付決定前に工事を行った場合、交付対象外になります。 
２．予算に達し次第、募集は終了いたします。 

■お問い合わせ
事前相談 空き家・空き地活用相談員（矢島）☎090-1368-9340 
補助金の申請窓口   久米島町企画財政課 ☎098-985-7122 

　近年、集中豪雨や大型台風が頻発しています。水不足になったり、最近の梅雨期には、記録的な豪雨により道路へ
の土砂崩れもいくつかありました。本町には、大きな河川はありませんが、台風などによる大雨と大潮で水位の高
い場合には、川の氾濫も起きたりします。
　また、記憶に新しい4月3日に発生した台湾東部沖地震では、津波警報発令が発令され、実際に起こりうる災害に
恐怖を覚えたと思います。
　そのような経験から、安心して暮らせる日々のために、改めて防災について考え直してみませんか。

　一般的に、災害時の助けは『自助＝70％、共助＝20％、公助＝10％』といわれています。
　さらに、災害が大規模になればなるほど、行政（公助）の対応力は小さくなり、自助・共助の重要性が増大します。
実際、東日本大震災では、多くの行政機関が津波によって破壊され、公助機関となる庁舎や職員の大勢が犠牲と
なってしまいました。公助の力には限界があるため、命を守るには自助・共助の役割がとても重要です。災害によ
る被害を最小限に抑えるためには、自助・共助・公助の役割を知り、それぞれが災害対応力を高め、連携することが
大切です。

　災害の直後に自分の身を守るのは『自助』の力です。自分ひとりでは対応できないときに頼ることができるのは
『共助』です。それは同時に、自分が可能ならば共助に参加する意識が前提となります。そして、共助と『公助』の連
携により状況を安定させ、復旧・復興へと向かいます。公助の支援が円滑に私たち一人ひとりに届くためには、共
助との連携が不可欠です。被害を最小限に抑え、早期に復旧・復興するために、それぞれの連携はとても重要です。

自然災害に備えよう‼自然災害に備えよう‼
≪今日から始める自助・共助≫

自助・共助・公助の役割を知ろう！

●自助・共助・公助とは

自 助

共 助

公 助

個人・家族など

『自らの安全は、自らが守る』これが防災の基本です。
自分の手で自分・家族・財産を守る備えと行動を『自助』と呼びます。
普段から災害の関する知識を身につけ、一人ひとりが防災意識を高め、災害に備えましょう。

隣近所・自主防災組織などの
地域コミュニティ

災害時は、地域での助け合いが不可欠です。近隣の皆さんと協力して地域を守る備えと行動を『共助』と呼びます。
高齢者などの自力で避難ができない方の手助けをしたり、避難所運営での協力など、共助は地域を守るためにと
ても重要となります。地域で自主防災組織を結成し、防災力を高め、災害に備えましょう。

行政

町をはじめ、消防・警察・国・県といった行政機関、ライフライン各社などの公共企業の応急対策活動を『公助』
と呼びます。
災害時には、各機関ともできるだけ早く応急対策活動を開始できるよう備えています。

●自助・共助・公助の連携と協働

自助＝70％

公助＝10％共助＝20％
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